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第21週：5/19~5/25
第22週：5/26~6/ 1
第23週：6/ 2~6 /8

乳 幼 児 施 設 で の
プ ー ル 実 施 の 注 意 点 ！ ！

百 日 咳 の 報 告 が 増 加 し て い ま す

◼ 2025年第22週に

県内医療機関か

ら110例の届出

がありました。

◼ 2025年の累計は

966例となり、

全数把握対象疾

患となった2018

年以降、届出数

が最多となって

います。

蚊 ・ ダ ニ 媒 介 感 染 症 に
注 意 し ま し ょ う

レ ジ オ ネ ラ 症 の 報 告 が
増 加 す る 時 期 で す

参考 厚生労働省_レジオネラ対策のページ

厚生労働省_レジオネラ症

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト_レジオネラ症

引用 千葉県感染症情報センター

国立健康危機管理研究機構_IASR Vol.46, No.5（No.543）May 2025
腸管出血性大腸菌感染症 2025年3月現在

◼ 昨年度、乳幼児施設での腸管出血性大腸菌感染症の集団発生が全

国で多数報告されています。

◼ その原因として、手指消毒・清潔行為・プール水塩素消毒等の実

施が不十分であったことなどが挙げられています。

◼ プール開始の際は、「保育所のおける感染症対策

ガイドライン（こども家庭庁）」を参考に、感染

    対策を十分に実施したうえで開始することが重要

   です。

こども家庭庁_保育所における感染症対策ガイドライン （2018 年改訂版）

引用 千葉県_伝染性紅斑（リンゴ病）の流行について（令和7年6月11日）

本県では、令和7年第23週（6月2日から6月8日まで）における伝染性紅斑の定点当たり患
者報告数が、「2.08」となり、昨年12月に国の定める警報基準値「2」を上回って以来、再
び警報基準値を上回りました。伝染性紅斑はウイルスによる感染症で、例年夏季に幼児、学
童等の小児を中心に流行します。現在、県内で大きな流行が発生しているため、家庭、保育
所、幼稚園、学校等において手洗いや咳エチケットなど感染防止対策の実施が重要です。

大阪・関西万博_ウォータープラザにおけるレジオネラ属菌の検出について
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蚊媒介感染症は、蚊に刺されて感染する病気です。デング熱やマラ
リアなどが含まれ、熱帯・亜熱帯で流行します。日本では主に輸入
感染症ですが、2014年にデング熱の国内感染例がありました。

参考 厚生労働省_蚊媒介感染症

春から秋にかけてマダニの活動が活発になるため、刺されるリスク
が高まります。草むらや藪に入る際は、長袖・長ズボン、足を覆う
靴、帽子、手袋を着用し、肌を隠すことが重要です。服は明るい色
が望ましく、虫除け剤も効果的です。屋外活動後は入浴し、特に体
の隠れた部分を確認してマダニに刺されていないかチェックしま
しょう。 参考 厚生労働省_ダニ媒介感染症
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◼ 「レジオネラ症」は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律」いわゆる感染症法において、四類感染症に分類されて
いる疾患であり、レジオネラ属菌の感染により発症します。

◼ レジオネラ属菌は環境細菌であり、土壌、河川、湖沼などの自然環境
に生息しており、一般にその菌数は少ないと考えられますが、人工の
施設や設備の中で増殖すると、感染によりレジオネラ症を発症するリ
スクがあります。

◼ レジオネラ属菌を増やさないよう、日頃から施設や設備の衛生管理が
必要となります。

病原体 :

臨床症状 :

診断・治療 :

◼ 伝染性紅斑、別名「リンゴ病」は、小児に多く見られる発疹性疾患で、1983年にヒトパ
ルボウイルスB19が原因と特定されました。

◼ この病気は両頬が赤くなる発疹で特徴づけられ、手足にも発疹が現れることがあります。

◼ 成人では関節痛などの症状が出ることもありますが、自然回復することがほとんどです。
感染は飛沫や接触を通じて広がりますが、発疹が出た時点で感染力はほぼ消失します。

疫 学 ：

疫学的には、5年周期で流行する傾向があり、特に5～9歳の子供に多く見られます。成人にも感染し、特に医療従事者の間で集団感染が報告されています。伝
染性紅斑はしばしば風疹と混同されますが、非典型例では鑑別が難しいです。

診断は主に血清学的に行われ、特異的な治療法はなく、対症療法が行われます。現在、ワクチンは存在しません。感染症法により、定点報告対象となっ
ており、学校では場合によって出席停止が必要とされることがあります。

伝染性紅斑は、10～20日間の潜伏期間を経て、頬に赤い発疹が現れ、その後手足に網目状の発疹が出る病気です。発疹は通常1週間ほどで消えますが、再発
することもあります。成人では関節痛や頭痛が起こることがあり、1～2日間歩行困難になる場合もありますが、ほとんどは自然に回復します。感染力は発
疹が出る前に最も高く、発疹が現れた時点でほぼ消失します。

千葉県では伝染性紅斑の患者が過去5年で最も報告されています！

参考 国立健康危機管理研究機構_伝染性紅斑

B19ウイルスは、他にも貧血や関節炎などの症状を引き起こすことがあります。妊婦が感染すると、胎児に影響を及ぼす可能性がありますが、全てのケースで
異常が生じるわけではありません。

伝 染 性 紅 斑 が 増 え て い ま す

野 田 地 域 感 染 症 情 報

https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html
https://www.forth.go.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
https://www.jihs.go.jp/index.html
https://amrcrc.ncgm.go.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00393.html
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ra/legionella/010/legionella.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/IASR/Vol46/543/index.html
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/IASR/Vol46/543/index.html
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/051010guideline
https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/press/2025/erythema-infectiosum.html
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250604-05/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/5th-disease/010/5th-disease.html
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県全体管内 警報基準値 解除基準値
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急性呼吸器感染症

マイコプラズマ肺炎とクラミジア肺炎は基幹定点医療機関のみ報告.（野田保健所管内に基幹定点はありません）

RSウイルス感染症・マイコプラズマ肺炎・新型コロナ感染症は警報基準値等の設定はありません。

令和7年4月7日より定点報告疾患に「急性呼吸器感染症」が追加されました（表最右下）

（グラフの見方） ※疾患により警報基準値は異なります

グラフの横軸は、「週数」を表します。また、縦軸は「定点あたり報告数（患者数）」を表します。「定点」とは、保健所に患者の発生を報告してくれる医療機関のこと

で、「定点あたり報告数」とは、定点一か所から一週間にどの位の患者報告があったかの平均値を表します。この数値により野田保健所管内の当該感染症の流行状況が把

握できます。「定点あたり報告数」が警報基準値を超えるようであれば、当該感染症が非常に流行していることを表します。

野 田 保 健 所 管 内 の 感 染 症 発 生 動 向 （ 最 近 5 週 ）
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